
第１７回 学校給食改革本部会議 議事録 

 

令和５年１０月３０日 

議題１ 学校給食センター整備・運営事業について 

議題２ 今後の進め方等について 

 

議題１、２を資料に従い説明 

（説明者：学校給食・規模適正化担当部長） 

 

（１）主な意見等 

（市長）１ページの特定事業の選定の部分において、「南部については食育拠点

機能を付加」とあるが、これは事業者に依頼するということでよいか。 

（学校給食課長）お見込みのとおり。 

（市長）南部学校給食センターの敷地の形状が不整形だと思われるが、どのよ

うに設定しているのか。 

（学校給食課長）東側の古淵鵜野森公園や南側の民地との境は決まっている。

また、給食センターを着工する時点では、西側は解体工事中となるため、

西側の境も定まることになる。 

このように、３方が決められている中で、９，８００㎡を確保するため

に、北側の多目的広場に出っ張り、不整形となっているが、解体工事の進捗

状況に応じて整理をしていきたいと考えている。また、工事期間中は多目的

広場を工事ヤードとするため、使用に制限が発生する。 

（市長）４ページの運営管理費について、栄養職員４名は必要なのか。 

（学校給食課長）栄養職員の配置基準上、６，００１食以上で３名以上配置し

なければならない。また、食数が多く食材の調達が困難になるため、給食

センターごとに献立を２種類にしており、合わせて４種類の献立が必要と

なることから、４名を想定している。今後、総務局と調整させていただき

たい。 

（石井副市長）令和２３年以降の建物修繕についてと扶助費について詳しく教

えてほしい。 

（学校給食課長）建物については、ＰＦＩ事業に長期修繕計画の策定業務を含

めている。 

扶助費については、現在、デリバリー給食を食べている約３０％の生徒

が、１００％になった場合を想定して算出したものである。 

（緑区長）南部には食育機能があるが、北部はどのように食育を行うのか。 



（学校給食課長）南部は、北部の対象校からもバス等で来所することを想定し

ている。また、調理風景等を動画配信ができる機能等を備えることを予定

しており、学校で視聴可能な形にしていきたい。 

（緑区長）北部には食育機能を付加せず、南部で市域を網羅するという考え方

でよろしいか。 

（学校給食課長）お見込みのとおり。 

（奈良副市長）食育等のための施設としての多目的室だとすれば、なぜ南部と

北部を分けるのか。設置しない場合、北部に係る住民に理解を得るべきで

ある。 

（危機管理局長）来年度にかけて防災アセスメント調査を行っており、今後の

防災力向上のため、備蓄や炊き出しの必要数等も変わる可能性がある。今

後も調整をお願いしたい。 

（学校給食課長）ハード部分の修正は難しいが、実際の運用方法については今

後調整させていただきたい。 

（環境経済局長）要求水準書(案)の「環境負荷の低減」における、再生可能エ

ネルギーというのは、太陽光パネルを設置するということでよいのか。 

（学校給食課長）事業者からの提案により設置をすることとなる。 

（総務局長）多目的室の貸出方法などをなるべく早く示してほしい。 

 

（２）結果 

原案のとおり、承認。 

 

以 上   
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第１７回学校給食改革本部会議

令和５年１０月３０日（月）



１ 学校給食センター整備・運営事業について

１ 特定事業の選定

２ 事業者の募集及び選定

○ 事業の内容

▶ 事業の範囲

・施設整備
・開業準備
・維持管理
・運営
・付帯事業
※ 南部については、

食育拠点機能を付加

○ 募集・選定の方法

▶ 総合評価一般競争入札
・ＷＴＯ案件

○ 提案審査の方法

・選定委員会

○ 入札参加資格

・構成企業：ＳＰＣに出資
・協力企業：ＳＰＣに非出資
・代表企業：構成企業のうち

最も高い出資割合
▶ 共通の資格要件

指名停止、税、暴力団排除 等

▶ 個別の資格要件
法に基づく資格、実績

ＰＦＩ実施方針の概要

○ 募集･選定スケジュール

▶ 令和５年

・11月～
実施方針･要求水準書(案)の公表

▶ 令和６年

・２月～ 特定事業の選定・公表

・４月～ 入札説明書等の公表
質問・回答

・８月～ 提案審査書類の受付

・10月 落札者の決定・公表

仮契約締結

・11月 契約議案提出

・12月 事業契約締結

(市が行う業務)

・栄養管理/献立作成
・食数調整
・食材調達
・衛生管理/調理指示
・食育
・給食費徴収管理
・配膳室改修

○ 事業の基本理念

▶ 安全安心・温かい給食

▶ 食育の推進

▶ 持続可能な運営

▶ 防災力の向上

▶ 環境負荷の低減

５ 事業契約解釈に疑義が生じた場合の措置

６ 事業継続困難な場合の措置

７ 法制･税制措置/財政･金融支援

８ その他

３ 事業者の責任の明確化等

○ リスク分担の基本的な考え方

○ 予想されるリスクと責任分担

○ モニタリング

リスク分担表(案)

【設計･建設段階】

・用地(土壌汚染等)
・工事遅延･未完工
・工事費増大

など

【共通事項】

・制度関連
・第三者賠償
・不可抗力
・物価変動

など

【維持管理・運営段階】

・給食数増減
・異物混入･食中毒
・アレルギー対応
・施設損傷

など
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４ 公共施設等の立地/規模･配置

○ 施設要件

▶ 要件の詳細は、要求水準書(案)に提示

○ 事業用地

○ 土地の所有



６ 業務品質の確保に関する要求水準

要求水準書(案)の概要

１ 総 則

○ 本書の位置付け

○ 本事業の目的

○ 本事業の基本理念

○ 事業概要

○ 施設概要

▶ 敷地条件
▶ 給食日数 １９０日/年
▶ 調理能力 北 8,000食／南 9,000食
▶ 配送校 北 １０校／南 １７校
▶ 献立方式 ２献立
▶ 開始日 令和８年１２月１日(予定)

○ 基本的な考え方

▶ 安全安心で温かい給食の提供
・ＨＡＣＣＰ、ドライシステム、

汚染/非汚染作業区域を区分

▶ 食育の推進
・学校現場の食育との連携

▶ 持続可能な運営
・ライフサイクルコストの低減
・ユニバーサルデザイン

▶ 防災力の向上
・炊き出し
・食材の備蓄

▶ 環境負荷の低減
・ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ以上
・省エネルギー
・再生可能エネルギー
・臭気対策等

３ 開業準備業務に関する要求水準

○ 業務内容

▶ 業務計画書･マニュアルの作成 ▶ 開所式の準備・開催
▶ 業務従事者等の研修･訓練 ▶ 広報資料の作成
▶ 調理･配送リハーサル 等

２ 施設整備業務に関する要求水準

４ 維持管理業務に関する要求水準

○ 建物･設備･備品

○ 配送車両

○ 外構等

○ 清掃

○ 警備

○ 長期修繕計画

５ 運営業務に関する要求水準

○ 事業収支計画書

○ リスク管理体制

○ セルフモニタリングの実施

○ 経営状況の報告

７ 付帯事業
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○ 給食調理
(手作り調理)

○ 検収等補助

○ 洗浄等

○ 配送及び回収

○ 配膳

○ 残さ等・廃棄物処理
▶ 飼料化等

○ 献立作成･食育支援

○ アレルギー対応食

○ ミキサー食

○ 災害時の炊き出し

○ 調理設備

○ 事前調査業務

○ 設計業務
(各種許認可手続等含む)

○ 建設工事
(各種申請等含む)

○ 工事監理業務

○ 調理備品調達業務

○ 配送車両調達業務

○ 学校配膳室等改修業務
(事業者が必要な場合のみ)

○ 近隣対応･対策業務

※ 南部については、

食育等のための多目的室を設置



小グラウンド２

小グラウンド１

校舎等と離隔

防球ネット等の
主な撤去範囲

建設予定地の概要

(仮称) 北部 学校給食センター
（供給能力：８,０００食/日 ／ 配送校数：１０校）

(仮称) 南部 学校給食センター
（供給能力：９,０００食/日 ／ 配送校数：１７校）

所在地 緑区大島(旧相模原総合高等学校)

敷地面積 約９,８００㎡

敷地設定 ▶ 北側の校舎と離隔を確保しつつ、グラウ
ンド部分に設定

備考 ▶ 敷地内の防球ネット等は、ＰＦＩ事業で
撤去

▶ 校舎等は、センター整備後に県が解体

所在地 南区古淵(旧東清掃事業所)

敷地面積 約９,８００㎡

敷地設定 ▶ 都市計画公園、民地や解体工事の先行工区
との境界等にて設定

備考 ▶ 解体工事車両や将来的に北側に配置される
予定の多目的広場への通行等に配慮し、東
側に通行帯(約６ｍ)を確保

(グラウンドＡ)

古淵鵜野森公園

市営斎場

有効幅員
６ｍ以上

(多目的広場)
※将来

旧東清掃事業所

古淵鵜野森公園
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市 事業費 （運営管理費は、現在の想定にて試算）

○ 全員喫食推進事業に係る総事業費の算出に向け、従前の事業費を見直し・精査

ＰＦＩ 事業費 【 学校給食センター整備・運営事業 】

■ 約 ３１４ 億円

〔債務負担行為 ： 令和 ６～２３年度 ： 約１８年〕

内 訳

区分 概要 事業費 期間

初期投資 設計、工事 等 約１１３億円 令和６～８年度

運営管理 調理、配送 等 約２０１億円 令和８～２３年度

○ 南北２か所の学校給食センターの整備・運営に要する経費

○ 前回算出時からの主な変更点

▶ 物価変動に伴う建築･運営費の更新

(例：建築単価(他市事例) Ｒ５→Ｒ６＝３％増 等)
▶ ＺＥＢ化など、環境配慮経費を計上

○ 先行事例を参考とし、食数の減少分や人件費等の上昇等、
長期的な変動見込分は含んでいない額にて設定

➡ 一定の変動幅をあらかじめ設定し、年１回契約単価の調整
による対応とする方向で調整中

■ 約 ３２ 億円 〔令和 ５～２３年度 〕
※想定 運営管理費 約１８億円含む

内 訳

区分 概要 事業費 期間

初期投資 用地、工事 等 約１４億円 令和５～８年度

〔運営管理費の想定〕※詳細については今後調整

運営管理 職員人件費 等 約１８億円 令和８～２３年度

・職員人件費 ：＠１センター 事務職員３名／栄養職員４名

・多目的室運営費：会計年度職員 事務補助員

・配膳室管理費 ：牛乳保冷庫等備品点検･更新など 等

○ ＰＦＩ事業導入に向けた準備経費や直営業務に要する経費

▶ 初期投資 ：用地取得費、学校配膳室の整備経費、
準備調査経費(モニタリング等) 等

○ 運営管理費は、食育の充実等に向けた職員人件費等の
想定にて試算

・センターに配置する市職員人件費
・その他ＰＦＩ事業費外の配膳室管理費 等

○ その他関連経費 【非計上分】

・デリバリー給食関連経費及び全員喫食導入準備人員経費 皆減
▲約４．8億円/年（職員人件費含む）

・相模湖･藤野地区中学校経費〔既存センターの活用〕
（備品購入 600万円、運営管理 2,100万円/年）

・全員喫食に伴う扶助費の増
（就学援助分 6,800万円/年、生活保護分 500万円/年、特別支援学級分 500万円/年）

２ 今後の進め方等について
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区 分 項 目 事 業 費
財 源 内 訳

国庫補助金 市債 一般財源

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
費

初期
投資

センター整備(設計・工事等) １１３.３億円 １２.１億円 ６３.９億円 ３７.３億円

運営
管理

運営管理 (調理・配送・配膳等) １８２.９億円 － － １８２.９億円

修繕・更新 １８.０億円 － － １８.０億円

合 計 ３１４.２億円 １２.１億円 ６３.９億円 ２３８.２億円

市
事
業
費

初期
投資

用地取得費 ６.５億円 － １.１億円 ５.４億円

学校配膳室の整備経費 ６.６億円 － ４.３億円 ２.３億円

準備調査経費(モニタリング等) １.０億円 － － １.０億円

（現在の想定による試算）

運営
管理

運営管理 (人件費、配膳室管理費等) １７.６億円 － － １７.６億円

合 計 ３１.７億円 － ５.４億円 ２６.３億円

▶ ２か所のセンターの整備・運営に係るＰＦＩ事業費、北部センター用地取得費等の市事業費を計上
▶ ＰＦＩ事業費の債務負担行為設定期間（R6年度～R23年度） 設計・工事等：R7. 1～R 8.11 ／ 運営：Ｒ8.12～R23.7 を予定

［算出条件等］

※ 令和６年度を見込んで積算しており、その後事業完了時年までの物価・人件費等の上昇は加味していない

※ 特定財源は、整備時点の制度等に応じてより有利なものを活用予定

※ 前回算出時から新規追加項目や工事内容の変更等あり ・環境配慮に係るＰＦＩ事業に係る初期投資経費(ZEB化等）

・市事業費の運営管理費 等

中学校給食全員喫食推進事業 事業費財源内訳
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全体スケジュール

事
業
者
へ
の
説
明
・
対
話

等

実
施
方
針
・
要
求
水
準
書(

案)

公
表

食育の充実

事

業

者

選

定

契

約

議決
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項目

セ
ン
タ
ー
整
備
・
運
営
事
業(

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業)

Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度～

特

定

事

業

の

選

定

選定委員会

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
費
予
算
（
債
務
負
担
行
為
）

議決

運

営

・
管

理

(

約

15

年
）

北

南

そ
の
他

県
・
市

覚
書

（
債
務
負
担
行
為
）

用
地
取
得
費

議決
県
・市

仮
契
約

用
地
取
得

セ
ン
タ
ー
以
外

校舎等の解体【県】

設 計 ⇒ 工 事

発掘調査
埋蔵文化財

入

札

公

告

旧東清掃事業所 解体工事

給食センターエリア 給食センターエリア以外

跡地活用の検討不
動
産
の
取
得

議決
県
・
市

本
契
約

セ
ン
タ
ー
用
地
取
得

多目的広場等の検討

全
員
喫
食
の
実
現

開

業

準

備

工

事

設

計

１2月

中学校 配膳室の改修

学校調整・準備 / 食育・給食運営の具体化

多目的広場

整備等



事業者選定手続【法８条】
実
施
方
針
・
要
求
水
準
書(

案)

公
表
【
法
５
条
】

特
定
事
業
の
選
定
【
法
７
条
】

客
観
的
評
価
の
公
表
【
法
11
条
】

事
業
契
約
締
結
の
議
決
【
法
12
条
】

事
業
契
約
の
締
結
【
法
14
条
】

事

業

開

始

庁

内

検

討

入
札
説
明
書
等
の
公
表

審

査

落

札

者

の

決

定

R5.11 R6.2

R6.4～ R6.10

R6.11～12R6.4～10

第３回(R6.8)
・参加資格等報告
・提案概要説明
・性能審査依頼

第４回、第５回
(R6.9)
南北事業者
ヒアリング

第６回(R6.10)
・最優秀提案決定
・審査講評について

選
定
委
員
会

第１回(R5.10)
・事業概要説明
・委員長の選任
・事業者選定方法

の決定

第２回(R6.2)
・特定事業の選定
・落札者決定基準
の決定

・審査方法の決定

※ 事業者の質問や応募の状況等によって開催時期が変更になる可能性あり

令和５年度 令和６年度

質問受付
･回答

質

問

受

付
・
回
答

入

札

参

加

受

付

競

争

的

対

話

事

業

概

要

説

明

会

現

地

見

学

会

配

送

校

建
設
予
定
地

第２回に向けた情
報提供等

7

ＰＦＩ事業開始までのスケジュール


